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１　概要
　　　生きものと共生する地域づくりを目的として、森林や湿地など身近な自然の回復・整備を進める市民団体の活動に対して、消耗品の支給や外部講師の派遣などの支援を行っています。

２　対象活動
　　　支援対象となるのは、市内で行う次のいずれかの活動です。
	①森林、湿地、ため池、河川等において、希少な動植物の保護繁殖を目的に枝打ちや草刈などを行うことにより良好な自然環境を維持創出する自然保護活動

	②森林、湿地、ため池、河川等において、地域資源を生かしビオトープ（生物生息空間）を創出する活動

	③豊田市指定の名木を、地域資源として保護管理する活動



３　対象団体
　　　支援対象となるのは、次のすべての要件を満たす市民団体です。
	○公衆の利用に供されている市内の場所において活動を行う、非営利活動団体であること

	○主に豊田市民で組織された１０人以上の団体で、代表者が豊田市民であること

	○団体組織の規約等が整備されていること



４　支援内容
　　　支援の内容は、次のいずれかとなります。なお、どちらも予算の範囲内での支援となりますので、申請はお早めにお願いします。
	1 活動を通じて実施する講習会への外部講師の派遣（年間２回まで）

	2 活動に必要な消耗品の支給（年間10万円まで）



５　申請・問合せ先
豊田市 環境部 環境政策課（環境センター１階 電話０５６５-３４-６６５０）

